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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】平成30年3月15日(2018.3.15)

【公開番号】特開2017-188086(P2017-188086A)
【公開日】平成29年10月12日(2017.10.12)
【年通号数】公開・登録公報2017-039
【出願番号】特願2017-26018(P2017-26018)
【国際特許分類】
   Ｇ０８Ｇ   1/16     (2006.01)
   Ａ６１Ｂ   5/00     (2006.01)
   Ｇ０８Ｂ  21/06     (2006.01)
   Ｇ０８Ｇ   1/00     (2006.01)
   Ｂ６２Ｄ   1/185    (2006.01)
   Ｂ６０Ｗ  50/14     (2012.01)
   Ｂ６０Ｗ  40/08     (2012.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０８Ｇ    1/16     　　　Ｆ
   Ａ６１Ｂ    5/00     １０２Ｃ
   Ｇ０８Ｂ   21/06     　　　　
   Ｇ０８Ｇ    1/00     　　　Ｘ
   Ｇ０８Ｇ    1/16     　　　Ｅ
   Ｂ６２Ｄ    1/185    　　　　
   Ｂ６０Ｗ   50/14     　　　　
   Ｂ６０Ｗ   40/08     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成30年1月30日(2018.1.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　図２は、本開示内容の幾つかの見地に係る、エクササイズシステムデータワークフロー
２００の例示的概略図である。エクササイズシステムデータワークフロー２００は、エク
ササイズ動作データの獲得、乗り物１０２を作動させるためのエクササイズ動作データの
活用、生理学的パラメータの監視、および、生理学的パラメータに基づくエクササイズ動
作推奨案の出力を記述している。ユーザ１１０は、エクササイズ監視装置１０４の回路機
構により検出され得るエクササイズ動作２０２を実施する。エクササイズ動作は、座席１
０６および操舵輪１０８を利用してユーザ１１０により実施され得る。座席１０６および
操舵輪１０８は、静的、スプリング負荷などのようなモードに設定され得る。エクササイ
ズ監視装置１０４の回路機構は、エクササイズ動作２０２の存在を検出すると共に、実施
されているエクササイズ動作２０４を決定する。上記回路機構は、乗り物１０２の内部構
造との相互作用を介してエクササイズ動作２０２を検出し得る。上記回路機構は、一つ以
上の検出されたエクササイズ動作２０２に基づいて乗り物１０２の操舵制御、加速制御お
よび減速制御のうちの少なくとも一つを作動させるように構成された複数のアクチュエー
タを含み得る。エクササイズ監視装置１０４の回路機構は、上記エクササイズ動作に対応
するデータを獲得すると共に、データをエクササイズ動作の訓練用実例と比較し得る。訓
練用実例は、エクササイズ監視装置１０４のメモリ内に記憶され得ると共に、エクササイ
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ズ動作が検出されたときにアクセスされ得る。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　エクササイズ監視装置１０４の回路機構は、実施されているエクササイズ動作の強度レ
ベル２０６を決定するように構成され得る。エクササイズ動作の強度レベル２０６は、乗
り物１０２を所定速度にて作動させる２０８ように利用され得る。たとえば、ボート漕ぎ
のエクササイズ動作は、乗り物１０２の加速度を増大させるためにユーザ１１０により実
施され得る。ユーザ１１０のボート漕ぎ動作の強度は、ユーザ１１０が操舵輪１０８を長
手方向に、および／または、座席１０６を長手方向に、物理的に作動させるボート漕ぎ動
作速度に対応し得る。ユーザ１１０のボート漕ぎ動作速度は、乗り物１０２の加速度が増
大される速度に対応し得る。その故に、上記回路機構は、ユーザ１１０がボート漕ぎのエ
クササイズ動作を実施したときに、ユーザ１１０のボート漕ぎ動作速度を監視するように
構成され得る。上記回路機構は、決定されたボート漕ぎ動作速度を使用して、乗り物１０
２の加速度をボート漕ぎ動作速度に対応する所定値まで増大し得る。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　別の例において、乗り物１０２を減速させるためにユーザ１１０は懸垂のエクササイズ
動作を実施し得る。この例において、ユーザ１１０が懸垂のエクササイズ動作を実施する
時間長さが測定され得る。幾つかの見地において、上記回路機構は、座席１０６がスプリ
ング負荷モードに固定されたときに座席の垂直移動に基づき、懸垂のエクササイズ動作を
決定し得る。他の見地において、上記回路機構は、座席１０６が静的モードにあるときに
ユーザ１１０の垂直移動に基づき、懸垂のエクササイズ動作を決定し得る。その故に、上
記回路機構は、ユーザ１１０が懸垂のエクササイズ動作をもはや実施していないことが検
出されるまで、または、乗り物１０２が完全な停止状態に減速されるまで、乗り物１０２
を継続的に減速させるように構成され得る。幾つかの見地において、単一のエクササイズ
動作の所定の高強度に基づいて乗り物１０２を加速し、且つ、所定の低強度に基づいて乗
り物１０２を減速するために、乗り物１０２の内部構造において単一のエクササイズ動作
が実施され得る。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　エクササイズ監視装置１０４の回路機構は、エクササイズ動作を実施しているユーザ１
１０の生理学的パラメータ２１０を監視し得る。生理学的パラメータには、心拍数、血圧
、呼吸速度などが含まれる。本開示内容の幾つかの見地において、上記回路機構は、エク
ササイズ動作が検出されたときに自動的に複数の生理学的パラメータ２１０を監視する。
他の見地において、上記回路機構は、一つ以上の生理学的パラメータの測定をユーザ１１
０が回路機構に対して催促したときに、生理学的パラメータ２１０を監視する。上記回路
機構は、上記座席、操舵輪および／またはウェアラブルデバイスに配置された一つ以上の
物理的接触センサを介して生理学的パラメータ２１０を監視し得る。たとえば、上記回路
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機構は、操舵輪に配置された物理的接触センサを介して、乗り物１０２のユーザ１１０の
心拍数を継続的に検出し得る。本開示内容の幾つかの見地において、上記回路機構は、操
舵輪における物理的接触センサを介し生理学的パラメータ２１０を監視して、生理学的パ
ラメータに基づく聴覚的フィードバックおよび／または触覚的フィードバックの形態で通
知をウェアラブルデバイスに伝達する。別の例において、上記回路機構は、上記ウェアラ
ブルデバイスに配置された物理的接触センサを介して、ウェアラブルデバイスにおいて生
理学的パラメータを監視し得る。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３３】
　図５は、幾つかの例示的見地に係るエクササイズ監視装置のハードウェアブロック図を
示している。図５において、エクササイズ監視装置１０４は、これまで記載された／これ
から記載されるプロセスを実施するＣＰＵ５００を含む。プロセスのデータおよび命令は
、メモリ５０２内に記憶され得る。これらのプロセスのデータおよび命令はまた、ハード
ドライブ（ＨＤＤ）のような記憶媒体ディスク５０４、または、可搬式の記憶媒体に記憶
され得るか、遠隔的に記憶され得る。更に、特許請求の範囲に記載の進歩は、本発明のプ
ロセスの命令が記憶されるコンピュータ可読媒体の形態により制限されない。たとえば、
上記命令は、ＣＤ、ＤＶＤ上に、フラッシュメモリ、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＰＲＯＭ、ＥＰＲ
ＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ハードディスク、または、エクササイズ監視装置１０４が通信する
サーバまたはコンピュータのような他の任意の処理デバイス内に記憶され得る。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３５】
　エクササイズ監視装置１０４を実現するためのハードウェア要素は、当業者に公知の種
々の回路機構要素により実現され得る。たとえば、ＣＰＵ５００は、米国のインテル社か
らのＸｅｏｎもしくはＣｏｒｅプロセッサ、米国のＡＭＤ社からのＯｐｔｅｒｏｎプロセ
ッサ、または、当業者により認識され得る他のプロセッサ形式であり得る。代替的に、Ｃ
ＰＵ５００は、当業者により理解されるように、ＦＰＧＡ、ＡＳＩＣ、ＰＬＤ上に、また
は、個別的な論理回路を用いて、実現され得る。更に、ＣＰＵ５００は、協働的に並列に
動作して上述の本発明のプロセスの命令を実施する複数のプロセッサとして実現され得る
。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４６】
　更に、ＳＢ／ＩＣＨ６２０には、システムバスを介して、ハードディスクドライブ（Ｈ
ＤＤ）６６０および光ドライブ６６６も結合され得る。一実施形態において、システムバ
スにはＩ／Ｏバスを介して、パラレルポート６７８およびシリアルポート６７６が接続さ
れ得る。ＳＢ／ＩＣＨ６２０には、ＳＡＴＡもしくはＰＡＴＡ、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録
商標）ポート、ＩＳＡバス、ＬＰＣブリッジ、ＳＭＢｕｓ、ＤＭＡコントローラ、および
、オーディオコーデックのような大容量記憶装置コントローラを用いて、他の周辺機器お
よびデバイスが接続され得る。
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【手続補正８】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１６】
　少なくとも一つの座席、操舵輪、および、運転者により装着可能な少なくとも一つのデ
バイスのうちの少なくとも一つに配置された一つ以上の物理的接触センサを介して上記一
つ以上の生理学的パラメータを検出する段階を更に備える、請求項１０記載の方法。
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